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震災復興情報 お知らせ
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「災害公営住宅」
地区別整備計画お知らせ

 

 

 

 

 

 

災害公営住宅地区別整備計画戸数 

 

 

 

 

【渡波地区】 
新整備方針 440～490 戸 

 （うち新市街地 100 戸） 

【中心地区】 
新整備方針 680～760 戸 

（うち中活エリア 350 戸以上） 

 
 

 

【門脇地区】 
新整備方針 150～170 戸 

 （うち復興推進地域 100 戸） 

【釜大街道地区】 
新整備方針 490～550 戸 

 （うち復興推進地域 220 戸） 

【河南地区】 
新整備方針 20～30戸 

【河北地区】 
新整備方針 約 160 戸 

【北上地区】 
新整備方針 約 60 戸 

【雄勝地区】 
新整備方針 約 160 戸 

【石巻半島地区】 
新整備方針 約 80 戸 

【牡鹿地区】 
新整備方針 約240戸 

地区名 蛇田 
釜   

大街道 
中心  門脇 湊 渡波 

市街地 

合計 
河南 

石巻 

半島 
河北 北上 雄勝 牡鹿 

半島部

合計 
合計 

最大戸数 850戸 550戸 760戸 170戸 450戸 490戸 3,270戸 30戸 80戸 160戸 60戸 160戸 240戸 700戸 4,000戸 

 

【湊地区】 
新整備方針 400～450 戸 

 （うち復興推進地域 160 戸） 
 

【蛇田地区】 
新整備方針 760～850 戸 

 （うち新市街地 700戸） 
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相談

　住宅金融支援機構（旧「住宅金融公庫」）では、震災により被害を受けられた
方が、住宅の再建・補修するための融資（建設・購入の場合は当初5年間の金利
0%）について、相談会を行っています。
と　き　11月20日（火）・27日（火）
　　　　12月4日（火）・11日（火）・18日（火）・25日（火）
　　　　午前10時～午後4時
ところ　市役所5階市民サロン前
参加費　無料　要予約
申・問　住宅金融支援機構東北支店　☎ 022-227-5035
　　　　午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）

「災害復興住宅融資」相談会

問申

　東日本大震災における災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」の申込
受付は今年1月に終了しましたが、この制度をまだ利用していない世帯を対
象に、市独自の「被災者住宅応急修理補助制度」を創設し、1世帯あたり52万
円を限度として、補助金を交付して支援をします。
　応急修理の範囲および個所等の内容は、災害救助法に基づく「住宅の応急
修理制度」と同様です。
受付期限　平成25年3月29日（金）
受付窓口　市役所3階　住宅応急修理受付窓口
申・問　建築指導課（内線 3941・3943）

〔市制度〕被災者住宅応急修理補助制度のお知らせ
お知らせ

問申

　市内全域におよんだ甚大な被害の状況等を考慮し、「1次判定に対する再調
査」は、期限を延長して受け付けしていましたが、県内の他市町村では昨年度
末で終了しており、また、申請受付も減少していることから、「被害家屋再調査
申出書」の申込受付は12月28日（金）をもって終了しますので、1次判定より
も被害が大きいと感じている方は資産税課窓口で一度ご相談ください。
　なお、家屋の被害判定には、敷地の被害状況は加味されませんが、判定後に
家屋の傾きが増した場合や敷地の割れが広がり家屋にも割れ等の影響が増し
た場合は再判定を検討しますので、ご相談ください。
※基礎の直下が崩落で無い等全壊判定のケースもあります。
問　資産税課（内線3113）

震災に伴う家屋の被害調査について
再調査の申請受付は年内で終了しますお知らせ

問

　倒壊家屋・事業所等の解体撤去については、り災証明書で「全壊」「大規模半
壊」「半壊」と判定された建物を対象に申請を受け付けています。
　解体作業は、建物や現場状況等により完了まで数カ月かかる場合がありま
すので、解体撤去を希望する方は、早めに申請してください。
　すでに申請した方で、早めに解体撤去を希望する場合は、受付窓口までご相
談ください。
受付時間　午前9時～午後4時30分（土日・祝日除く）
受付場所　市役所3階解体受付窓口および各総合支所
申込期限　12月28日（金）
問　災害廃棄物対策課（内線3367・3374・6311・6313）

震災による倒壊家屋・事業所等解体撤去に関する
お知らせお知らせ

問

募集
空き地情報バンクの募集締切迫る!!

　市では、今年6月に「公共事業空き地情報バンク」を設置
し、今後公共事業を行う際の候補用地として、現在旧石巻
市で利活用されていない土地をお持ちで、売却を考えてい
る方からの情報バンク登録申込を受け付けていましたが、
12月28日（金）をもって、1次募集が終了となります。
　この制度の利用を検討されている方は、期日までに申
し込みをお願いします。
　また、登録要件に合致する空き地をお持ちの方へ、市から、
個別に登録のご案内をさせていただくこともあります。
申込期限　12月28日（金）
申・問　土地利用課（内線 5531 ～ 5536）

空き地の登録要件 注意事項
①旧石巻市の市街化区域内にあること
②被災市街地復興推進地域以外にあること
③都市計画道路等の予定地にないこと
④敷地面積がおおむね150㎡以上あり、幅員4m以上の
　公道に2m以上接していること
⑤更地または土地所有者により更地にできること
⑥支障となる地下埋設物等がないこと
⑦抵当権等が登記されている場合、解除できることが明
　らかなこと

①登録情報は、公共事業に限り活用し、公開はしません。
②土地所有者の不動産取引等の自由を制限するものでは
　ありません。
③市が売買契約することを保障するものではありません。
④市が、公共事業用地として必要としたときは、土地所有
　者の方に、改めて売却の意向を確認します。
⑤買取する価格は、市が委託する不動産鑑定評価の価格
　とします。
⑥境界確定測量による実測面積が確定してから、交渉し
　売買契約とします。
⑦土地所有者の方の故意または過失により、市が損害等
　を受けたときは、賠償等を請求する場合があります。
⑧公共事業用地となる売買契約には、譲渡所得の2,000
　万円控除の特例措置があります。

申込方法
①所定の申込用紙に、必要事項を記入の上、直接持参も
　しくは郵送でお願いします。
②申込用紙は、市役所5階震災復興部の窓口で配布して
　います。また、ホームページからダウンロードできます。問申

問


